
足立区告示第５０９号 

足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例（以下「条例」という。）第２８条

の２第１項の規定による廃棄物の収集または運搬の禁止に違反し、同条第４項の禁

止命令に対し従わなかったため、同条第５項及び足立区廃棄物の処理及び再利用に

関する条例施行規則（以下「規則」という。）第１０条の２及び足立区資源物等持

去り禁止規定違反者の公表に関する要綱第５条の規定により下記のとおり公表す

る。 

 

令和７年１０月３１日 

足立区長  近 藤 弥 生 

 

記 

 

１ 禁止命令を受けた者の住所及び氏名 

   住 所：足立区南花畑四丁目 

   氏 名：山村 喜義 

 

２ 違反行為の内容 

   資源回収場所・ごみ集積所から古紙を収集した。 

 

３ 違反行為を行った日時及び資源回収場所・ごみ集積所の所在地 

   日 時：令和７年９月１２日 午前７時４０分 

   資源回収場所・ごみ集積所の所在地：足立区一ツ家二丁目１５番２１号  

 

４ 公表の理由 

   条例第２８条の２第４項の規定による廃棄物の収集または運搬の禁止命令

を前回受けたにも関わらず、その禁止命令に従わず、再び上記のとおり違反し

たため。 

以上 


